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BOIの法人税の優遇措置に関する告示 
～ BOIの BEPS 2.0 「グローバルミニマム課税(最低税率 15%)」への対応方針 ～ 
 
お客様各位 
 
タイは 2017年 6月に OECD の BEPS包括的枠組みに加入、2023年 3月に BEPS 2.0 における第 2 の柱としての
「グローバルミニマム課税(最低税率 15%)」の導入が閣議承認され、2025年 1月からの法施行に向け歳入局や BOI
などの関係省庁に対して法案や予算案の作成の指示がされました。 

タイには BOI の投資奨励によって法人税が一定期間免除される制度があり、「グローバルミニマム課税」が導入された場合
に、タイ子会社で法人税が免除されたとしても最低税率 15％に満たないタイ子会社の所得が最終親会社側で課税され
てしまうため、投資インセンティブにならないという問題点が指摘されていました。 

そういった状況下で、タイ投資委員会（BOI）は、2023年 5月 16日付で新たな告示（Board of Investment 
Announcement No.1/2566: Investment Promotion Measure to relieve the impact of taxation in 
global minimum tax）を公表しました。 

「グローバルミニマム課税」の対象は、年間の連結売上高が 7億 5千万ユーロ以上の多国籍企業で、これに該当しない
企業グループは「グローバルミニマム課税」の影響を受けません。今回の BOI の告示は、最終親会社の年間の連結売上
高が 7億 5千万ユーロ以上（バーツ換算で 280億バーツ以上）のタイ企業（多国籍企業のタイ子会社を含む）を対
象としたもので、BOI の法人税の優遇措置に選択肢を与えることで、「グローバルミニマム課税」の導入後も引き続き投資
インセンティブの有効性を確保するための指針を示したものとなります。 

Ⅰ. BEPS 2.0 における「グローバルミニマム課税」とは 
OECD のモデルルールによれば、「グローバルミニマム課税」は連結売上高が 7億 5千万ユーロ以上の多国籍企業グルー
プに適用されます。「グローバルミニマム課税」は、その企業グループが所在する国ごとに実効税率の判定を行い、最低税率



15％に満たない場合は満たない部分の所得を最終親会社側で課税するという制度で、これにより軽課税国に利益が移
転されることを防ぎ、公平な競争環境を確保するための仕組みをいいます。例えば、日本に最終親会社を持つタイ子会社
が BOI などの優遇税制を受けた結果、実効税率（原則として当期税金費用及び繰延税金費用÷税引前利益）が
15%を下回る場合には、15％に達するまでの金額を最終親会社の所得に上乗せして課税が行われることになります。
OECD の BEPS包括的枠組みの参加国は、OECD のモデルルールをもとに各国で法整備を進めており、日本では
2024年 4月 1日以後に開始する事業年度から「グローバルミニマム課税」が適用開始される予定となっています。 
 
Ⅱ. BOI告示の概要 
タイにおいては昔から多国籍企業の誘致の重要な施策の一つとして、BOI の投資奨励による法人税の免除や減免があり
ます。この「グローバルミニマム課税」が日本や欧米諸国の最終親会社側で適用される場合、タイ子会社で BOI の優遇
税制を享受できたとしても、最終親会社側で課税されるケースが出てくることが想定されます。このような事態を少しでも回
避する方策として、BOI は一定期間の法人税の免税（0％）の優遇措置を受けている企業が、残りの免税期間におい
て免税（0％）の代わりに 50％減税（法定税率 20％→10％）の適用を選択できることとしました。 

50％減税の適用を選択した場合、その企業の優遇税制の期間は残りの免税期間の 2倍を限度に延長され、当該期間
にわたって 50％減税（＝法人税率 10％）が適用されることになります。また、BOI の投資奨励において法人税の免税
期間終了後、さらに 5年間の 50%減税が適用される優遇措置を受けている場合には、既に付与された 5年間を含め、
最長で 10年間の 50％減税の優遇措置を受けられることになります。具体的な計算方法は下図のとおりです。 

 
ケース 1：免税期間 8年間＋50％減税 5年間の BOI認可企業（残りの免税期間は 1年） 

 
 
ケース 2：免税期間 8年間＋50％減税 5年間の BOI認可企業（残りの免税期間は 3年） 



 

 

今回の告示による BOI の法人税の優遇措置の選択は、最終親会社の年間の連結売上高がバーツ換算で 280億バー
ツ以上のタイ企業（多国籍企業のタイ子会社を含む）のみに適用され、既に付与された BOI の投資奨励（既存プロジ
ェクト）だけでなく、今後申請する BOI の投資奨励（新規プロジェクト）にも適用されます。なお、法人税の免税
（0％）の代わりに 50％減税（税率 10％）を選択する場合、BOI に事前に申請が必要となりますが、一度 50％減
税（税率 10％）を選択した場合には将来にわたって変更が認められない（元に戻すことができない）点にご留意くださ
い。 
 

 KPMGのコメント 
今回の BOI の告示は、BEPS 2.0 において国際的に合意された最低税率 15％を下回ることを回避する一つの有効な
手段といえます。一方で、免税期間の経過度合いや 50％減税を選択した場合の期間制限（最長 10年間）を考慮
すると、当初の BOI申請時に想定していた減税メリットを十分享受できないおそれがあります。 
 
日本では 2024年 4月 1日以後に開始する事業年度から「グローバルミニマム課税」が適用開始される予定で、日本の
法整備下では日本の最終親会社の連結売上高が 1,000億円以上（全世界的な基準の 7億 5千万ユーロを円換
算した金額）である場合に、その日本の最終親会社の連結子会社が所在する国ごとに実効税率が 15％以上か否かを
判定し、15％に満たない場合は満たない部分の所得を日本の最終親会社の所得に合算して日本で課税されることにな
ります。そのため、日本の税法で定める計算方法に基づきタイ子会社の実効税率を計算した結果、最低税率 15％を下
回る場合には、日本の最終親会社側で追加の税負担が生じることになり、タイ子会社の実効税率のマネジメントが重要
課題となります。最低税率 15％を下回るか否かは、タイ拠点全体（タイに所在する連結子会社の合計）の実効税率で
判定されるため、タイに複数の子会社が存在する場合には、個社だけでなくタイ拠点全体の実効税率を把握する必要が
あります。 
 
今回の BOI の告示を受け、タイ拠点全体の実効税率が 15％を下回る場合には日本の最終親会社側での「グローバル
ミニマム課税」によるタイ拠点の影響を分析のうえ、50％減税（税率 10％）への変更要否を検討する必要があると思い
ます。KPMG タイランドでは、タイ拠点の実効税率の試算とともに BOI の法人税の優遇措置の変更を念頭に入れたタック
スプランニングのお手伝いができますので、ご興味がありましたら下記の担当者までお気軽にお問い合わせください。 
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